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　運動・スポーツ施策を効果的に推進するため、本市のスポーツ関係団体等との連携強化を図った組織体制を
整備します。スポーツ関係団体等が自立的に事業を実施できるよう、行政は調整役の役割を果たします。

令和6年3月

西 宮 市

令和６年度（2024）～令和15年度（2033）

第2期
西宮市スポーツ
推進計画

運動・スポーツ施策の推進体制

概要版

多様な世代にスポーツ・レクリエーショ
ン活動の普及・発展のため、各種大会
や交流事業を運営しています。

運動・スポーツ活動における地域
と行政の連絡調整を図るとともに、

地域のスポーツ活動や西宮市の体育行事
に協力しています。

　西宮市
スポーツ推進委員

各地区
スポーツクラブ21
学校体育施設などを利用し、幅
広い年齢層の方々が、様々なスポー
ツ活動を行っています。
クラブの活動拠点となるクラブハウスは、
地域の交流の場としても活用されています。

クラブ間の情報共有や意見交換、共
通課題などについて協議を行って    
　います。

　指定管理者 企業・大学

一般財団法人
西宮市体育協会

アスレチック・
リエゾン・西宮

公益財団法人
西宮スポーツセンター

加盟団体による競技スポーツの
普及振興を図ります。特に、
協会が主催する市民体育
大会は、本市のスポー
ツ振興の要となっ
ています。

市立体育館等の施設管理を
行うとともに、自主事業とし
て、フィットネスルーム等の
有料部屋貸し、スポーツ教
室の開催、スポーツ指導員
の派遣等を行っています。

プロスポーツ、企業チーム、大学、トップア
スリートなどから構成される異競技連
携組織です。
トップスポーツと地域スポーツなど
との連携を図るため、トップアス
リートによる市立学校園訪
問や指導者講習会等
の開催等を行っ
ています。

スポーツ関係団体

スポーツ推進行政の「核」となって、
運動・スポーツ施策を推進します。

市長の諮問に応じてスポーツの推進
に関する重要事項について調査審議
し、及びこれらの事項に関して市長
に建議します。

西宮市スポーツ推進審議会

スポーツ推進課

　西宮市

本市の運動施設を
効率的に管理・運
営し、利用者への
サービス向上を図
ります。

企業や大学と連携し
て運動・スポーツの
事業や取組の創出
を図ります。

　西宮市スポーツ推進委員協議会 西宮市スポーツクラブ21 連絡協議会

E-mail：ｋ_ｓｈａｔａｉ＠ｎｉｓｈｉ．ｏｒ．ｊｐ



未来を拓く文教住宅都市・西宮　
～憩い、学び、つながりのある美しいまち～

■  計画策定の趣旨

■  計画の期間

■  計画の位置づけ

■  計画の目標
計画の成果として、次の３つの目標達成に努めます。
週1回以上のスポーツ実施率

H18年度

10％
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60％

70％

H23年度 H29年度 R4年度 R10年度 R15年度

国

　わが国では、少子高齢化社会の進行を背景に、健康づくりの取組や、ライフサイクルの価値観の多様化などにより、人々の運動・
スポーツに対するニーズは高まり、楽しみ方が拡大しています。このような中で、国においては、今後のスポーツの在り方を見据え、令
和４年３月に「第３期スポーツ基本計画」を策定しました。
　本市でも、「西宮市スポーツ推進計画」を平成26年３月に策定し、運動・スポーツの取組を推進してきましたが、その後、スポーツ庁
の創設やラグビーワールドカップ2019及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う新しい生活様式の普及・定着など、運動・スポーツを取り巻く環境に大きな変化が生じました。このような状況を踏まえ、「第２期
西宮市スポーツ推進計画」（以下、本計画）を策定しました。

　本計画は、西宮市に住む人が、性別や年齢、障害の有無などに関わらず、誰もが運動・スポーツを気軽に楽しむことができ、心身
が健康で活力ある生活を送るとともに、運動・スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことで地域における人と人とのつながりを創出する
地域づくりを目指します。

本計画は、国の「第３期スポーツ基本計画」や県の「第２期兵庫県スポーツ推進計画」を策定時に踏まえるとともに、本市の長期
的なまちづくりの指針である「第５次西宮市総合計画」の部門別計画に位置づけられています。

西宮市内の施設における設備・機器が不十分との指摘があります。
また、施設予約システムのこともあまり知られていません。
 施設の利用が特定の団体や個人に偏っているという指摘もあります。

関係団体において、後継者及び指導者の不足や高齢化が進んだり、
ボランティア参加者の固定化が生じたりしています。
部活動ではスポーツクラブ21との連携に期待が高まっていますが、
多くの団体が指導者の確保が困難という理由で、連携は厳しいと感じています。

運動・スポーツへの関心度が低下しています。
１年間でスポーツ観戦をした人の割合が減少し、観戦を継続する人や、
観戦をきっかけとして運動・スポーツに参加する人が少なくなっています。

運動・スポーツの実施率が年々上昇しており、ウォーキングや体操、
筋トレ等に取り組む人が多くなっています。
少子高齢化によりスポーツクラブ21等の活動が困難な地域があります。
新型コロナウイルス感染症等が集団での活動や施設利用に影響する一方で、
オンライン教室等の新しい取組が進んでいます。

　計画期間は、令和６年度から令和15年度の10か年計画とし、５年後に計画内容の見直しを図ります。

第５次西宮市総合計画

第２期西宮市スポーツ推進計画
第２期兵庫県
スポーツ推進計画

第３期
スポーツ基本計画

基本方針

日常に運動・スポーツを

取り入れる

「する」「みる」「ささえる」

活動の推進

「する」スポーツの推進 ライフステージに応じた運動・スポーツ機会の充実
障害者スポーツの推進

大会等の開催
「みる」スポーツに対応した施設の整備・周知
「みる」ことをきっかけとした運動・スポーツへの促進

スポーツ推進委員の資質向上
スポーツ指導者、審判員等の養成
スタッフ、ボランティアのスポーツに関わる人材の
確保・育成

 多世代が利用可能な運動・スポーツ環境の充実
 デジタル技術活用の推進
 スポーツ関連情報の積極的発信

 地域スポーツの中心となるスポーツクラブ２１の充実
 魅力あるスポーツ事業の創出
 市内資源の利活用

スポーツ関係団体のガバナンス強化と透明性向上に
向けた取組の推進
スポーツにおける安全・安心の確保

地域におけるスポーツの連携・協働の推進
学校等とスポーツ団体の連携
大学・企業等との協働

「みる」スポーツの推進

「ささえる」スポーツの推進

多様なニーズに応じた
スポーツ環境の充実

地域スポーツと
まちづくりの推進

スポーツ関係団体の
ガバナンス、

コンプライアンスの推進

関係団体との連携・協力

運動・スポーツ交流を

通じた共生社会の実現

運動・スポーツを支える

基盤・ネットワークづくり

つくる／はぐくむ

誰もがアクセスできる

あつまり、ともに、つながる

施策の方向性 具体的施策

「する」
スポーツ

「みる」
スポーツ

「ささえる」
スポーツ

スポーツ
施設 23％

37％

47％
53.9％

65％

70％

週3回以上のスポーツ実施率

H18年度

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

H23年度 H29年度 R4年度 R10年度 R15年度

8％

16％
21％

28.7％
35％

40％

健康な成人のスポーツの未実施率

H18年度

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

H23年度 H29年度 R4年度 R10年度 R15年度

60％

33％
25％

21.8％
15％

10％

県

西宮市

はじめに

運動・スポーツを取り巻く現況と課題

運動・スポーツ推進の今後の取組

誰もが運動・スポーツに親しみ、運動・スポーツ活動を通じた
健康づくりや交流が活発なまち　西宮

基本
理念
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